
国立大学法人東京学芸大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

  ②令和５年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和５年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

東京学芸大学は、教員養成及び学校教育の研究に関する拠点として、学校教員の質

の向上に貢献する役割を果たしている。役員報酬水準を検討するにあたって、他の教

員養成系大学や国家公務員のうち比較的同等と認められる以下の法人等を参考とし

た。

（１） 国立大学法人大阪教育大学・・・当該法人は、同じ国立大学法人として、教員

養成の分野において指導的役割を担っている。（常勤職員数約700名）公表資料によ

れば、令和４年度の長の年間報酬額は18,165千円であり、公表対象年度の役員報酬

規程に記載された本俸額等を勘案すると、約18,378千円と推定される。同様の考え方

により、理事については、約14,493千円と推定される。

（２） 事務次官年間俸給額・・・23,235千円

期末特別手当の額については、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の
結果等を参考にし、経営協議会の議を経て、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、
又は減額することができることとしている。

役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。

月額については、国立大学法人東京学芸大学役員給与規則に則り、本

給（968,000円）に地域手当（125,840円）を加算して算出している。期末

特別手当についても、同規則に則り、期末手当基準額（本給＋地域手

当＋（本給＋地域手当）×100分の20＋本給×100分の25）に100分の

150を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職

期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

なお、令和５年度においては、当年度限りの特例として、１２月に支給

する期末特別手当について、支給率0.4ヶ月分の引き上げ（100分の

190）を実施した。

役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。

月額については、国立大学法人東京学芸大学役員給与規則に則り、

本給（763,000円）に地域手当（99,190円）を加算して算出している。期

末特別手当についても、同規則に則り、期末手当基準額（本給＋地域

手当＋（本給＋地域手当）×100分の20＋本給×100分の25）に100分

の150を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の

在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

なお、令和５年度においては、当年度限りの特例として、１２月に支給

する期末特別手当について、支給率0.4ヶ月分の引き上げ（100分の

190）を実施した。
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理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２ 役員の報酬等の支給状況
令和５年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

18,411 11,616 5,285 1,510 （地域手当） ※

千円 千円 千円 千円

15,210 9,156 4,166
1,190

50
648

（地域手当）
（通勤手当）
（単身赴任手

当）

※

千円 千円 千円 千円

14,562 9,156 4,166
1,190

50
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

2,423 2,400 0 23 （講師等旅費） ※

千円 千円 千円 千円

2,420 2,400 0 20 （講師等旅費） 3月31日

千円 千円 千円 千円

2,625 2,400 0 225 （講師等旅費） 3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

2,272 2,220 0 52 （講師等旅費） ※

千円 千円 千円 千円

2,250 2,220 0 30 （講師等旅費）

注１：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。
注２：「地域手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給し

ているものである。
注３：本表「前職」欄の「※」は、独立行政法人等の退職者であることを示す。

法人の長

A理事

B理事

前職

E理事
（非常勤）

C理事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

D理事
（非常勤）

B監事
（非常勤）

A監事
（非常勤）

非常勤役員報酬支給基準は、非常勤役員手当から構成されている。手当

額は国立大学法人東京学芸大学役員給与規則で月額（200,000円）と定め

ている。

該当者なし

非常勤役員報酬支給基準は、非常勤役員手当から構成されている。手当

額は国立大学法人東京学芸大学役員給与規則で月額（185,000円）と定め

ている。
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３ 役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

理事

東京学芸大学は、人権を尊重し、すべての人々が共生する社会の

建設と世界平和の実現に寄与するため、豊かな人間性と科学的精神

に立脚した学芸諸般の教育研究活動を通して、高い知識と教養を備

えた創造力・実践力に富む有為の教育者を養成することを目的とし

ている。

このために、ミッションの再定義で示された事項に基づき、学部の再

編、教職大学院及び連合学校教育学研究科（博士課程）の充実を図

るとともに、高度な実践力を備えたスクールリーダー・学校管理職、教

科指導力の高い教員を養成するための教育組織及びカリキュラム改

革を学長のリーダーシップの下で推進している。

そうした中で、東京学芸大学の学長は職員数約800名の法人の代

表として、その業務を総理するとともに、校務を司り、所属職員を統督

して、経営責任者と教学責任者の職務を同時に担っている。

学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員

報酬29,096千円と比較した場合、それ以下であり、また事務次官の

年間給与額23,235千円と比べてもそれ以下となっている。

東京学芸大学では、学長の報酬月額・期末特別手当を法人化移

行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定してい

るが、学長の職務内容の特性は上記のとおり法人化移行前と同等以

上であると言え、これまでの各年度における業績評価の結果を勘案

したものとしている。

また、東京学芸大学は教員養成系大学の中核・要ではあるものの、

他の教員養成系大学の長の報酬水準と同水準となっている。

こうした職務内容の特性や民間企業や他法人等との比較を踏まえ

ると、報酬水準は妥当であると考えられる。

東京学芸大学の理事は、学長のリーダシップの下で推進している大

学運営、教育改革等において学長の補佐的役割を担っている。

また、学内に設置するカリキュラム改革推進本部、国際戦略推進本部

等の指揮官としての職務を同時に担っている。

理事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報

酬29,096千円と比較した場合、それ以下であり、また他の教員養成系

大学の理事の報酬水準と同水準となっている。

東京学芸大学では、理事の報酬月額・期末特別手当を法人化移行

前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定しており、ま

た、これまでの各年度における業績評価の結果を勘案したものとしてい

る。

こうした職務内容の特性や民間企業や他法人との比較を踏まえると

報酬水準は妥当であると考えられる。
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理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

東京学芸大学の理事は、学長のリーダシップの下で推進している

大学運営、教育改革等において学長の補佐的役割を担っている。

非常勤理事の年間報酬額は、他の教員養成系大学の非常勤理

事の報酬水準と同水準となっている。

こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえると報酬水準

は妥当であると考えられる。

該当者なし

東京学芸大学の監事は、大学の業務監査を行うこと、その監査結果に

基づき監事意見書を作成し学長へ提出すること、財務諸表及び決算報

告書を監査し監事意見を付すること等の職務を遂行するとともに、東京

学芸大学の業務運営や財務状況が社会的信頼を得るに値するかを監

査する役割を担っている。

非常勤監事の年間報酬額は、他の教員養成系大学の非常勤監事の

報酬水準と同水準となっている。

こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえると報酬水準は妥

当であると考えられる。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立

大学法人、民間企業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は

妥当であると考える。
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４ 役員の退職手当の支給状況（令和５年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

５ 退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

理事A

監事A
（非常勤）

理事A
（非常勤）

監事A

法人の長

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし

該当者なし

該当者なし

理事A
（非常勤）

監事A

法人での在職期間

監事A
（非常勤）

判断理由

該当者なし

該当者なし

法人の長

理事A

退職手当の額については、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果

等を参考にし、経営協議会の議を経て、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は

減額することができることとしている。

該当なし
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Ⅱ 職員給与について
１ 職員給与についての基本方針に関する事項

③  給与制度の内容及び令和５年度における主な改定内容

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
の仕組み及び導入実績を含む。）

東京学芸大学職員の給与水準を検討するにあたって、他の国立大学法人等、国家公務

員のほか、令和５年職種別民間給与実態調査によるデータのうち、企業規模別（当該法人

約800人）・職種別平均支給額を参考とした。

（１）国立大学法人大阪教育大学・・・当該法人は、教員養成系大学として類似する国立

大学法人であり、法人規模についてもほぼ同等（常勤職員数約700人）となっている。

（２）国家公務員・・・令和５年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均

給与月額は404,015円となっており、全職員の平均給与月額は412,747円となっている。

（３）職種別民間給与実態調査・・・令和５年度において当該法人と同等の規模や職種の

大学卒の４月の平均支給額は575,676円となっている。

人件費については、外部委託や雇用形態の多様化等を検討して、その節減に努力して

いる。

職員の勤務成績等に応じて、昇格・昇給を実施するほか、勤勉手当の成績率を決

定している。

（１）昇格・・・勤務成績が特に良好な職員で昇格基準に達した者は、その者の資格

に応じて、上位の級に昇格させることができる。

（２）昇給・・・基準日前１年間における勤務成績の区分に応じた号俸数を昇給させる。

（３）勤勉手当・・・基準日以前６月以内の期間における、勤務成績に応じて決定され

る割合を乗じて得た額とする。

国立大学法人東京学芸大学職員給与規則に則り、俸給及び諸手当（管理職手当、初任給
調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超
過勤務手当、管理職員特別勤務手当、外部資金獲得手当、幼稚園教員手当、期末手当及
び勤勉手当）としている。

期末手当については、期末手当基準額（俸給＋地域手当＋扶養手当＋その者に応じた役

職加算）に100分の120を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期

間に応じた割合を乗じて得た額としている。
勤勉手当については、勤勉手当基準額（俸給＋地域手当＋その者に応じた役職加算）に

勤勉手当の支給実施要領に定める基準にしたがって定める割合を乗じ、さらに基準日以前６
箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

なお、令和５年度においては、一般職の職員の給与に関する法律の改正に準拠して以下

の改正を行った。
①俸給月額の引き上げ（平均1.1％）を実施した。
②俸給表の改正に伴い、俸給の調整額について引き上げを実施した。
③医学の専門的知識を有する者に対する初任給調整手当の引き上げを実施した。
④期末手当の支給月数を引き上げた。（1.2月分→1.25月分）
⑤勤勉手当の支給率を0.05ヶ月分引き上げた。
⑥俸給表の改正に伴い、昇格時号俸対応表及び降格時号俸対応表の改正を実施した。
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２ 職員給与の支給状況

① 職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

596 48.5 8,404 6,083 133 2,321
人 歳 千円 千円 千円 千円

152 44.4 6,485 4,728 120 1,757
人 歳 千円 千円 千円 千円

210 54.9 10,239 7,293 146 2,946
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

106 45.4 8,115 5,967 133 2,148
人 歳 千円 千円 千円 千円

128 45.5 7,914 5,808 129 2,106
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

25 62.6 5,145 4,312 134 833
人 歳 千円 千円 千円 千円

14 62.9 4,651 3,903 93 748
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 62.8 5,007 4,185 186 822
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 62.0 6,061 5,077 187 984
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：｢技能・労務職種｣とは、調理師、用務員、農場作業員である。
注３：｢教育職種（附属高校教員）｣には、附属国際中等教育学校及び附属特別支援学校の教員を含む。
注４：｢教育職種（附属義務教育学校教員）｣には、附属幼稚園教員を含む。
注５：常勤職員の「技能・労務職種」、「教育職種（外国人教師等）」、「その他医療職種（看護師）」、再任用

職員の「その他医療職種（看護師）」及び非常勤職員の「その他医療職種（看護師）」については、
該当者が２名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、
それぞれの全体の数値からも除外している。

注６：在外職員及び任期付職員については、該当者がいないため、表を省略している。
注７：再任用職員の｢教育職種（大学教員）｣、「技能・労務職種」、「教育職種（外国人教師等）」については、

該当者がいないため、表を省略している。
注８：非常勤職員の「事務・技術」、｢教育職種（大学教員）｣、「技能・労務職種」、「教育職種（附属高校教員）」、「教育

職種（附属義務教育学校教員）」、「教育職種（外国人教師等）」については、該当者がいないため、表を省略して
いる。

注９：｢医療職種（病院医師）｣及び｢医療職種（病院看護師）｣については、該当者がいないため、全ての表の欄を省略し
ている。

総額

その他医療職種
（看護師）

人員

教育職種
（附属高校教員）

事務・技術

事務・技術

教育職種
（大学教員）

教育職種
（外国人教師等）

区分

教育職種
（附属義務教育学校教員）

その他医療職種
（看護師）

技能・労務職種

常勤職員

教育職種
（附属義務教育学校教員）

教育職種
（附属高校教員）

再任用職員

その他医療職種
（看護師）

非常勤職員

うち賞与うち所定内平均年齢
令和５年度の年間給与額（平均）
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① 職種別支給状況 ［年俸制適用者］

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 37.0 7,818 5,663 138 2,155
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 37.0 7,818 5,663 138 2,155

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：任期付職員の「教育職種（大学教員）」については、該当者が２名以下のため、当該個人に関する情報が
特定されるおそれのあることから、区分以外は記載していない。

注３：在外職員、再任用職員及び非常勤職員については、該当者がいないため、表を省略している。
注４：「事務・技術」、「技能・労務職種」、「教育職種（附属高校教員）」、「教育職種（附属義務教育学校教員）」、

「教育職種（外国人教師等）」、「その他医療職種（看護師）」、｢医療職種（病院医師）｣及び
｢医療職種（病院看護師）｣については、該当者がいないため、全ての表の欄を省略している。

平均年齢
令和５年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

常勤職員

教育職種
（大学教員）

任期付職員

教育職種
（大学教員）

区分 人員
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注２：教育職員（大学教員）の年齢36～39歳の該当者は3人であるため、当該個人に関する情報が

特定されるおそれのあることから、年間給与額の第１・第3分位については表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）)〔在外職員、任期付職員及び
再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

2
13 55.5 8,442
22 53.6 7,529
69 46.9 6,546
13 43.3 5,732
33 28.7 4,383

注１：部長の該当者は２人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
平均年齢及び年間給与額については記載していない。

注２：「課長」には、課長相当職である「室長」を含む。
注３：「副課長」には、「専門員」を含む。
注４：「係長」には、「専門職員」を含む。

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

136 57.9 10,701
69 48.8 9,026
4 53.0 8,528
1

注１：講師の該当者は４人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
年間給与額（最高～最低）については記載していない。

注２：「助教」の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
平均年齢及び年間給与額は記載していない。

④

（事務・技術職員）
夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

58.6 49.4 53.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.4 50.6 46.5

％ ％ ％

         最高～最低 49.0～37.2 56.9～46.9 53.3～42.6

％ ％ ％

59.9 50.3 54.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 40.1 49.7 45.4

％ ％ ％

         最高～最低 45.2～37.2 53.5～46.8 48.6～42.6

人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（令和５年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

准教授 10,276～7,818
講師 ～
助教 ～

千円

代表的職位

教授 13,006～8,575

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

代表的職位

部長 ～
課長 9,231～7,348

係員 5,206～3,747

副課長 8,846～6,910

分布状況を示すグループ

係長 8,046～5,205
主任 6,585～4,821
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（教育職員（大学教員））
夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

57.9 49.5 53.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.1 50.5 46.8

％ ％ ％

         最高～最低 45.2～38.4 53.5～46.4 49.9～43.8

％ ％ ％

60.6 51.2 55.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 39.4 48.8 44.6

％ ％ ％

         最高～最低 44.4～33.3 53.5～44.8 48.6～41.9

３ 給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

講ずる措置

・年齢・学歴勘案 90.5

・年齢勘案 91.1
・年齢・地域勘案 92.0

項目

給与水準の妥当性の
検証

内容

・年齢・地域・学歴勘案 92.2

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

今後も適切な給与水準の維持に努める。

対国家公務員
指数の状況

（参考）対他法人 104.7

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員
の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国
家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につい
て、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関す
る基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与及び民間企業の従業員の給与等を総合
的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定しており、法人における給与水
準の妥当性の検証結果から、適切な対応が執られていると考える。引き続
き、適切な給与水準の設定に努めていただきたい。

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 62.3％】
（国からの財政支出額 8,382百万円、支出予算の総額 13,459百万円：令
和5年度予算）

【累積欠損額 0円（令和4年度決算）】
【管理職の割合 9.9％（常勤職員数152名中15名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 73.0％（常勤職員数152名中111名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 51.6％】
（支出総額 12,602百万円、給与・報酬等支給総額 6,498百万円：令和4年
度決算）

【検証結果】
（法人の検証結果）
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は62.3％と高いものの、
累積欠損額はなく、管理職の割合も10％程度と低い。必要な人材の確保の
ための社会情勢に適合した給与水準の維持はしながらも，給与水準の指数
は、地域勘案、学歴勘案、地域・学歴勘案のいずれも100以下であり、適切
な給与水準であると考える。

管理
職員
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○教育職員（大学教員）

教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 100.4

（注）上記比較指標は、法人化前の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和５年度

の教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

４ モデル給与

事務・技術職員
（扶養親族がいない場合）
○ ２２歳（大卒初任給）

月額 196,200円 年間給与 3,226,000円
○ ３５歳（主任）

月額 289,506円 年間給与 4,759,000円
○ ５０歳（係長）

月額 398,551円 年間給与 6,552,000円
※扶養親族がいる場合には、

 扶養手当（配偶者6,500円、子１人につき10,000円）を支給

教育職員（大学教員）

（扶養親族がいない場合）
○ ２４歳（修士修了初任給）

月額 257,700円 年間給与 4,237,000円
○ ３５歳（講師）

月額 395,048円 年間給与 6,495,000円
○ ５０歳（教授）

月額 526,919円 年間給与 8,663,000円
※扶養親族がいる場合には、

 扶養手当（配偶者6,500円、子１人につき10,000円）を支給
 （５０歳（教授）の場合は、配偶者3,500円、子１人につき10,000円）

５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

職員の勤務成績等に応じて、昇格・昇給を実施するほか、勤勉手当の成

績率を決定している。

（１）昇格・・・勤務成績が特に良好な職員で昇格基準に達した者は、そ

の者の資格に応じて、上位の級に昇格させることができる。

（２）昇給・・・基準日前１年間における勤務成績の区分に応じた号俸数

を昇給させる。

（３）勤勉手当・・・基準日以前６月以内の期間における、勤務成績に応

じて決定される割合を乗じて得た額とする。
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Ⅲ 総人件費について

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

人件費増減の理由

・ 給与、報酬等支給総額

・ 退職手当支給額

・ 非常勤役職員等給与

・ 最広義人件費

上記の理由を総合し、前年度と比較して2.0％増となった。

Ⅳ その他

退職手当支給額
758,075 323,253

給与、報酬等支給総額
6,498,682 6,665,921

区 分

非常勤役職員等給与

前年度と比較し57.4％減となっているが、定年年齢の引上げに
伴い前年と比較して退職者の人数及び高額支給者数が減っ
たことによるものである。

前年度と比較すると3.0％増だが、時間単価が上昇したことによ
るものである。

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

前年度と比較し2.6％減となっている。
全体として減額となった主な要因としては、定年退職者及び年
度途中退職者の後任不補充が挙げられる。

福利厚生費

最広義人件費
9,250,969

904,317 931,889

9,067,547

1,089,895 1,146,484

常勤職員（教育職種（大学教員）を除く）の定年年齢は60歳である。当

該職員については、令和5年4月1日から定年年齢を60歳から65歳に2年

毎に1歳ずつ引き上げることとした。定年年齢の引上げに伴い、当該職員

については、60歳に達した管理監督職の職員は非管理監督職に降任す

る制度を設けているほか、職員の基本給について61歳に達する年度から

7割水準とすることとした。
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